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（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
阿
部
昭
吾
君
提
出
航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
等
の
解
釈
と
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
〇
第
一
号 

昭
和
五
十
二
年
二
月
四
日 

衆

議

院

議

長 
保 

 

利 
 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
阿
部
昭
吾
君
提
出
航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
等
の
解
釈
と
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質 

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
（
以
下
「
公
団
法
」
と
い
う
。
）
附
則
は
、
公
団
法
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
制

定
さ
れ
た
新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号
）
に

よ
り
昭
和
四
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。 

二
に
つ
い
て 

(1) 

運
輸
大
臣
以
外
の
国
の
機
関
が
飛
行
場
を
設
置
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
自
衛
隊
法
第
百
七
条
等
法
律
に
特

別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
一
般
に
航
空
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。 

(2)
及
び

(3) 

公
団
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
航
空
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
一
部
改
正
は
昭
和
四
十
一
年 



三
に
つ
い
て 

      

(一 ) 

新
東
京
国
際
空
港
工
事
実
施
計
画
認
可
の
経
緯
等
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

七
月
七
日
に
な
さ
れ
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
は
、

設
立
の
登
記
を
し
た
同
月
三
十
日
に
公
団
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
た
。 

航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
実
施
計
画
認
可
の
経
緯
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



         
(三 ) 

航
空
燈
火
工
事
実
施
計
画
認
可
の
経
緯
等
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(二 ) 

航
空
保
安
無
線
施
設
工
事
実
施
計
画
認
可
の
経
緯
等
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

五 

 



      
(四 ) 

航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
工
事
実
施
計
画
に
お
い
て
定
め
ら

れ
て
い
た
工
事
の
完
成
予
定
期
日
は
、
Ａ
滑
走
路
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
着
陸
帯
等
の
諸
施
設
並
び
に
同
滑

走
路
に
対
応
す
る
航
空
保
安
無
線
施
設
及
び
航
空
燈
火
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
、
そ
の

他
の
諸
施
設
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
公
団
に
お
い
て 

(一 )
、

(二 )
及
び

(三 )
の
と
お
り
工
事
実
施
計
画
の
変
更
認
可
を
受
け
て
、
逐
次
そ
の
期
日
を
延
伸
し
、
現
在
の
完 

六 

 



四
に
つ
い
て 

(3)
か
ら

(5)
ま
で 

航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
団
は
、
基
本
計
画
に
基
づ
き
工
事
実

施
計
画
を
作
成
し
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
公
団
の
工

事
実
施
計
画
の
認
可
に
当
た
つ
て
は
、
基
本
計
画
に
違
背
す
る
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
審
査
し 

(1)
及
び

(2) 

基
本
計
画
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
十
二
日
に
運
輸
大
臣
か
ら
公
団
に
対
し
て
指
示
さ
れ
て
お

り
、
当
該
基
本
計
画
は
、
そ
の
後
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。 

(五 ) 

航
空
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
の
二
、
第
百
二
条
の
二
又
は
第
百
二
十
条
の
二
の
規
定
に
係
る
工
事
実
施

計
画
の
認
可
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
存
在
し
な
い
。 

成
予
定
期
日
は
、
Ａ
滑
走
路
の
当
面
の
運
用
に
必
要
な
諸
施
設
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
二
年
三
月
三
十
一
日

（
航
空
保
安
無
線
施
設
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
九
日
工
事
完
了
）
、
全
工
事
に
つ
い
て
は
昭
和

五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
と
な
つ
て
い
る
。 

七 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

Ａ
滑
走
路
南
側
の
航
空
保
安
施
設
予
定
地
に
つ
い
て
空
港
建
設
の
反
対
運
動
等
に
よ
り
必
要
な
用 

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
十
六
日
運
輸
省
告
示
第
三
百
九
十
七
号
と
し
て
官
報
で
告
示
し
た
内
容
と
同
一
内
容

の
も
の
を
、
同
日
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
に
依
頼
し
て
現
地
に
お
い
て
掲
示
し
た
。 

供
用
開
始
後
に
お
け
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
に
つ
い
て
も
航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
同
法
第
四
十
条
前
段
の
規
定
が
準
用
さ
れ
、
当
該
認
可
に
関
し
同
条
の
告
示
及
び
掲
示
が
必
要
と
さ
れ
る
。 

な
お
、
こ
れ
ま
で
に
航
空
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
が
生
じ
た
こ
と
は
な 

い
。 て

い
る
。 

八 

 



(4)
及
び

(5) 

航
空
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
飛
行
場
又
は
航
空
保
安
施
設
の
設
置
に
よ
り
他

人
の
利
益
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
他
人
の
利
益

を
著
し
く
害
す
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
飛
行
場
又
は
航
空
保
安
施
設
の
位
置
、
規
模
、
使
用
目

的
等
に
照
ら
し
、
当
該
飛
行
場
又
は
航
空
保
安
施
設
の
設
置
に
よ
り
利
益
が
損
な
わ
れ
る
者
の
数
、
そ
の
利 

(3) 

航
空
法
施
行
規
則
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
基
準
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
定
め
て
い
な
い
。 

地
の
確
保
が
遅
れ
て
い
る
事
情
か
ら
、
同
側
の
着
陸
接
地
点
を
臨
時
に
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
内
側
に
移
し
て

同
滑
走
路
を
運
用
す
る
こ
と
に
関
し
、
飛
行
場
標
識
施
設
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
八
日
に
、

飛
行
場
燈
火
に
つ
い
て
は
同
日
及
び
昭
和
四
十
八
年
六
月
二
十
九
日
に
申
請
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
昭

和
四
十
七
年
六
月
二
十
七
日
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
同
月
二
十
九
日
及
び
昭
和
四
十
八
年
九
月
四
日
に
、
そ

れ
ぞ
れ
設
置
基
準
と
異
な
る
方
式
の
承
認
を
し
て
い
る
。 

な
お
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
期
限
は
付
し
て
い
な
い
。 

九 

 



 

一
〇 

益
が
損
な
わ
れ
る
程
度
等
を
勘
案
し
て
、
個
々
具
体
的
に
判
断
す
る
。 

(6)
及
び

(7) 

航
空
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
敷
地
の
確
保
が
飛
行
場
の
設
置
に
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
「
確
実
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と

は
、
取
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
取
得
が
確
実
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
込
み
が
成
立
す
る
こ
と
を
い

い
、
取
得
の
実
現
性
に
つ
い
て
は
、
買
収
契
約
、
土
地
収
用
等
の
法
的
手
段
の
有
無
及
び
法
的
手
段
に
よ
る

目
的
達
成
の
能
否
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
。 

八
に
つ
い
て 

航
空
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
広
く
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
参
考
に
す
る
こ
と
を

通
じ
て
運
輸
大
臣
の
行
う
飛
行
場
の
設
置
許
可
に
関
す
る
判
断
の
適
正
を
担
保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




